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東
京
二
十
三
区
清
掃
一
部
事
務
組
合

（
以
下
「
清
掃
一
組
」
と
い
う
。）
は
、

平
成
12
年
4
月
1
日
の
設
置
か
ら
24
年

間
、
ご
み
の
中
間
処
理
や
し
尿
の
処
理

（
下
水
道
投
入
等
）
を
通
し
て
、
23
区

の
清
掃
事
業
の
一
翼
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。清

掃
一
組
は
特
別
区
と
同
様
に
、
地

方
自
治
法
で
定
め
ら
れ
た
特
別
地
方
公

共
団
体
で
す
が
、
区
の
仕
組
み
と
は

様
々
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
清
掃
一
組
の
組
織
や
、
事

業
の
運
営
に
関
し
て
よ
く
い
た
だ
く
質

問
に
お
答
え
し
ま
す
。
皆
さ
ん
に
と
っ

て
非
常
に
身
近
な
「
ご
み
」
処
理
の
一

端
を
担
う
、
私
た
ち
清
掃
一
組
を
少
し

で
も
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

「
一
部
事
務
組
合
」
と
は

ど
の
よ
う
な
組
織
で
す
か
？

「
一
部
事
務
組
合
」
と
は
、
区
市
町

村
等
が
行
う
事
務
の
一
部
を
複
数
の
区

市
町
村
等
が
共
同
で
行
う
目
的
で
設
立

す
る
団
体
の
こ
と
で
す
。

「
一
部
事
務
組
合
」
は
、
消
防
・
ご

み
処
理
・
し
尿
処
理
・
火
葬
場
等
の
運

営
を
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
病
院
、
小
・
中
学
校
を

運
営
す
る
例
も
見
ら
れ
ま
す
。

清
掃
一
組
は
、
地
方
自
治
法
（
第
1

条
の
3
、
第
2
8
4
条
）
で
定
め
ら
れ

て
い
る
、
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ

り
、
職
員
は
地
方
公
務
員
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る
公
務
員
（
特
別
区
の
職
員
）

で
す
。

23
区
で
設
置
し
て
い
る
「
一
部
事
務

組
合
」
に
は
、
他
に
特
別
区
人
事
・
厚

生
事
務
組
合
、
特
別
区
競
馬
組
合
が
あ

り
ま
す
。

清
掃
一
組
は
何
を
し
て
い
る
団
体

で
す
か
？

清
掃
一
組
は
、
ご
み
の
焼
却
や
破
砕

な
ど
の
「
中
間
処
理
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
可
燃
ご
み
を
清
掃

工
場
で
焼
却
処
理
し
、
不
燃
ご
み
と
粗

大
ご
み
を
専
用
の
処
理
施
設
で
破
砕
処

理
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
処
理
を
し
た

し
尿
の
下
水
道
投
入
も
行
っ
て
い
ま
す
。

上
図
の
よ
う
に
、
23
区
が
行
う
業
務

に
は
、
防
災
、
福
祉
な
ど
様
々
あ
り
ま

す
が
、
清
掃
事
業
に
つ
い
て
は
、
各
区

の
統
括
的
な
処
理
責
任
の
も
と
、
収

集
・
運
搬
、
資
源
回
収
は
各
区
で
行

い
、
焼
却
や
破
砕
な
ど
の
中
間
処
理

は
、
処
理
施
設
が
無
い
区
が
あ
る
こ
と

や
、
よ
り
効
率
的
な
処
理
を
行
う
、
と

い
っ
た
理
由
か
ら
、
清
掃
一
組
に
よ
る

共
同
処
理
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

最
終
処
分
は
、
各
区
・
清
掃
一
組

が
、
埋
立
処
分
場
を
設
置
・
管
理
す
る

東
京
都
に
委
託
し
、
行
っ
て
い
ま
す
。

清
掃
一
組
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

設
置
さ
れ
ま
し
た
か
？

清
掃
一
組
の
設
置
に
は
、
ま
ず
、
23

区
と
東
京
都
の
都
区
制
度
改
革
の
歴
史

を
振
り
返
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

23
区
の
ご
み
処
理
は
長
年
、
東
京
都

が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
ご
み
の
収
集
・
運
搬
か
ら
最
終

処
分
ま
で
の
全
過
程
が
東
京
都
の
仕
事

だ
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
で
は
、
区

市
町
村
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
23
区
と

東
京
都
は
長
年
に
わ
た
り
、
23
区
の
自

主
性
の
強
化
、
東
京
都
に
お
け
る
大
都

市
行
政
の
推
進
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、

お
互
い
の
在
り
方
・
制
度
に
つ
い
て
議

論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
平
成
12
年
4
月
1
日
、
23
区

が
「
基
礎
的
な
自
治
体
」
に
位
置
付
け

ら
れ
、
住
民
に
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
清
掃
事
業
が
、
東
京
都
か
ら
23
区
に

移
管
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
ご
み
の
中
間
処
理
を
行
う

た
め
に
、
23
区
の
総
意
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
地
方
公
共
団
体
が
、
清
掃
一
組
で

す
。清

掃
一
組
が
共
同
処
理
す
る
事
務
は

ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
？

清
掃
一
組
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

組
織
の
構
成
や
事
務
の
範
囲
な
ど
に
つ

い
て
、
23
区
が
協
議
し
、
規
約
に
定
め

て
い
ま
す
。

規
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
団
体
の

議
会
の
議
決
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
清

掃
一
組
を
設
置
す
る
こ
と
、
そ
し
て
事

務
の
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
は
、
23
区
の

清掃一組ってどんなところ



15

助
機
関
と
し
て
副
管
理
者
2
人
、
そ
の

他
の
職
員
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

管
理
者
は
、
23
区
の
区
長
か
ら
互
選

に
よ
り
選
出
さ
れ
、
そ
の
任
期
は
2
年

と
な
り
ま
す
。
副
管
理
者
は
、
区
長
及

び
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら

各
一
人
を
管
理
者
が
組
合
議
会
の
同
意

を
得
て
選
任
し
、
そ
の
任
期
は
2
年
と

な
り
ま
す
。

	

評
議
会
　
管
理
者
及
び
副
管
理
者
を

除
い
た
23
区
の
区
長
に
よ
り
評
議
会
を

構
成
し
、
清
掃
一
組
議
会
に
提
出
す
べ

き
議
案
や
運
営
に
係
る
重
要
事
項
を
審

議
し
ま
す
。

	

経
営
委
員
会　

管
理
者
、
副
管
理
者
、

区
長
会
役
員
区
長
に
よ
り
経
営
委
員
会

を
構
成
し
、
清
掃
一
組
の
経
営
に
係
る

特
に
重
要
な
事
項
を
評
議
会
に
先
立
っ

て
審
議
し
ま
す
。
ま
た
、
評
議
会
か
ら

依
頼
を
受
け
た
案
件
や
議
会
に
関
す
る

こ
と
を
所
掌
し
ま
す
。

	
監
査
委
員
　
監
査
委
員
の
定
員
は
3

人
で
、
議
員
の
う
ち
か
ら
1
人
、
財
務

管
理
及
び
事
業
の
経
営
管
理
に
つ
い
て

の
専
門
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
の

う
ち
か
ら
2
人
を
、
管
理
者
が
清
掃
一

組
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
し
ま
す
。

任
期
は
、
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
議
員
の
任
期
と

し
、
専
門
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者

か
ら
選
任
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
2
年

と
し
て
い
ま
す
。　

（
東
京
二
十
三
区
清
掃
一
部
事
務
組
合

総
務
部
総
務
課
）

議
会
の
議
決
を
経
て
決
め
ら
れ
ま
し

た
。清

掃
一
組
は
規
約
に
よ
り
、
ご
み
処

理
施
設
（
ご
み
運
搬
用
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

施
設
等
を
含
む
。）
と
し
尿
の
下
水
道

投
入
施
設
の
整
備
及
び
管
理
運
営
を
行

う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

清
掃
一
組
に
は
、

議
会
は
あ
り
ま
す
か
？

23
区
と
同
様
に
、
清
掃
一
組
に
も
議

会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

清
掃
一
組
の
議
決
機
関
で
あ
る
議
会

は
23
人
の
議
員
で
構
成
さ
れ
、
議
員
に

は
各
区
議
会
議
長
が
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
議
員
の
任
期
は
、
各
区
議
会
議
長

と
同
じ
で
す
。

清
掃
一
組
議
会
の
定
例
会
は
、
毎
年

4
回
（
2
月
、
6
月
、
9
月
及
び
12

月
）
招
集
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時

会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、
常
任

委
員
会
と
し
て
、
総
務
・
事
業
委
員

会
、
財
務
委
員
会
、
運
営
委
員
会
の
3

つ
の
委
員
会
を
条
例
に
よ
り
設
置
し
て

い
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
特
別
委
員

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

執
行
機
関
な
ど
の
組
織
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

	

管
理
者
等　

清
掃
一
組
の
執
行
機
関

と
し
て
は
、
管
理
者
、
監
査
委
員
が
置

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
管
理
者
の
補

令
和
6
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
額

は
1
1
3
5
万
2
千
円
で
、
前
年
度

予
算
と
の
比
較
で
は
、
12
万
8
千
円

の
増
と
な
り
ま
し
た
。

●
歳
　
入
●

歳
入
は
、
区
か
ら
の
負
担
金
9

�
2
�0�

万
円
（
1
区
あ
た
り
40
万
円
）
と
繰

越
金
等
2
1
5
万
2
千
円
を
計
上
し

て
い
ま
す
。

●
歳
　
出
●

　

歳
出
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①　

総
務
管
理
費
（
4
7
8
万
円
）

　

・�

清
掃
協
議
会
全
体
に
関
わ
る
事

務
の
管
理
を
行
う
経
費
で
す
。

②　

�

管
理
執
行
費
（
5
8
9
万
3
千

円
）

　

・�

廃
棄
物
運
搬
請
負
契
約
事
務
に

関
す
る
経
費
と
許
可
事
務
に
関

す
る
経
費
で
す
。

③　

連
絡
調
整
費
（
17
万
9
千
円
）

　

・�

清
掃
車
両
の
架
装
基
準
等
の
調

整
や
、
清
掃
協
議
会
と
23
区
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
経
費
で

す
。

④　

予
備
費
（
50
万
円
）

　

・�

緊
急
時
や
災
害
時
等
の
危
機
管

理
対
策
の
経
費
で
す
。

（
東
京
二
十
三
区
清
掃
協
議
会
）

東京二十三区清掃協議会　令和6年度予算のあらまし

令和6年度 東京二十三区清掃協議会 一般会計歳入歳出予算

令和5年度 11,224（100%） 令和6年度 11,352（100%）

歳入 歳出
（単位：千円）

負担金
9,200
（82％）

負担金
9,200
（81％）

諸収入
2

諸収入
2

（0％）

繰越金
2,022
（18％）

令和5年度 11,224（100%）

総務
管理費
4,650 
（41％）

総務
管理費
4,780 
（42％）

管理
執行費
5,838
（52％）

管理
執行費
5,893
（52％）

連絡調整費
236 
（2％）

連絡調整費
179 
（2％）

予備費
500 
（5％）

予備費
500 
（4％）

繰越金
2,150
（19％）

（0％）

令和6年度 11,352（100%）

※ 構成比の算出にあたっては、小数点第一位以下を四捨五入しています。




